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指導部漁政課 
１．農林漁業用Ａ重油免税措置 1年間の延長  ただし、軽油は環境税の対象に！ 

 2011年度の税制改正大綱が、昨年 12月 16日 の閣議で決定されました。 

水産関係の最重要課題で、JFグループの重点課題である農林漁業用輸入Ａ重油に係る免税

措置及び同国産Ａ重油の還付措置については、1年間の延長措置がされることとなりました。 

 これまで県漁連は、本県選出の民主党国会議員に「税制改正プロジェクトチーム」、「農

林水産部門会議水産政策ワーキングチーム」の検討会議へ、出席・発言を頂くよう再

三要請し、結果として 2年間の延長要望は成らなかったものの、とりあえず 1年間の継続が

決定したものです。 

 また、今般の大綱で石油石炭税の増税という形で導入された地球温暖化対策税（環境税）

に係る漁業経営の特段の配慮については、Ａ重油は現行の石油石炭税と同様に免税・還付措

置が適用になりましたが、残念ながら軽油では課税扱いとなりました。この課税は【段階的】

に行われ、まず 2011年 10月 1日からは 250円/K㍑当たりの増税となります。 

 県漁連としても県下漁協並びに全漁連と共に、2012年 4月以後の軽油引取税の非課税措置

の継続と併せ、地球温暖化対策税（環境税）についても軽油の免税措置が適用されるように

要請活動を進めていく予定です。 

※ 軽油引取税の非課税措置については、本件と関わりなく 2008年度地方税制改正のとおり

2012年 3月末までは非課税となっています。 

 

２．焼津漁協 遠洋かつお釣の流通加工段階認証を取得      ―ＭＥＬジャパン― 

マリン・エコラベル・ジャパン(ＭＥＬジャパン)は、昨年 12 月 13 日 「遠洋かつお一本

釣り漁業（申請者：日本かつお・まぐろ漁協）」と「近海かつお一本釣り漁業（申請者：全

国近海かつお・まぐろ漁業者協議会）」に対し、生産段階の承認をするとともに、遠洋かつ

お一本釣り漁業の流通加工段階についても焼津漁協をはじめ 10社（団体）を認証しました。 

※ＭＥＬジャパンは、水産資源と海にやさしい漁業を応援する制度として 2007年 12月に発

足。この制度は、資源と生態系の保護に積極的に取り組んでいる漁業を認証し、その製品に

水産エコラベルをつけることにより、このような漁業を奨励・促進する制度です。 

※生産段階認証は、漁業が資源と生態系に配慮したものであることを認証。 

※流通加工段階認証は、生産段階認証を受けた漁業による水産物が、認証を受けていない他

の水産物と混ざることなく流通、加工されることを認証。 

  

３．桜えび 秋漁の水揚げ 303トン・10億 7,000万円      ―県桜えび漁業組合― 

 22年の桜えび秋漁は、初漁の 11月 4日夜から 12月 19日夜まで 10日間の操業が行われ、

由比・蒲原と大井川港の 3市場に合計 303トン（前年比 68％）の水揚げがあり、水揚げ金額

は 10億 7,000万円となりました。これは 10月の解禁日以後、凪の日が少ないことや桜えび

の体長が小さかったため、出漁日が少なくなったことが影響したものです。 

 また、22年の春・秋両漁期を合わせた年間水揚げ量は、943トン、水揚げ金額は 40億 300

万円で、それぞれ前年を下回りました。 

なお、県桜えび漁業組合では昨年 12 月 18 日 役員会を開催し、23年の桜えび春漁につい

て操業期間と休漁日を次のとおり決定しました。 

▽操業期間：23年 3月 27日（日）晩～6月 5日（日）晩 

▽休 漁 日：4/2（土）、4/9（土）、4/16（土）、4/23（土）、4/28（木）、4/29（金）、4/30（土）、

5/1（日）、5/2（月）、5/3（火）、5/4（水）、5/7（土）、5/14（土）、5/21（土）、5/28（土）、

6/4（土） 

  

４．平成 22年度 安全指導講習会 開催のお知らせ         ―県遊漁船業協会― 

 県遊漁船業協会(会長：藤井多喜男伊豆漁協組合長）では、遊漁船の適正な運営を確保する

ため、安全操業に関する知識の習得を図り、海難事故の未然防止と利用者の安全確保に努め

る「平成 22年度安全指導講習会」を県及び全国遊漁船業協会等の指導協力を得て、下記によ

り県下 6会場において開催します。 

▽講習内容(カッコ内は講師)①ライフジャケットの着用推進と保険加入について(県水産資

源課) ②安全運航について(全国遊漁船業協会) ③ライフジャケットの使用説明(県漁連) 

対象地区により講習内容等の変更（有）。問合せ先は、県遊漁船業協会(☎ 054-272-7730) 

▽講習日程 ※なお、対象地区以外での受講も可能です。 

 

日  時 会  場 対象地区（受講定員） 

2月 1日(火)14時 焼津漁協 静岡・焼津地区（40名） 

2月 3日(木)14時 清水テルサ 富士・清水地区（90名） 

2月 8日(火)14時 土肥総合会館 戸田・西伊豆地区（50名） 

2月 9日(水)14時 伊豆漁協・本所（下田) 賀茂地区（60名） 

2月22日(火)14時 浜名漁協 西部地区（120名） 

開催日未定（2月中） 沼津市 沼津地区（40名） 

 

５．訂正のお知らせ（フォーマル パールフェア開催時間の変更について） 

本誌 No1281（1/7）で掲載した記事中、1月 28日（金）～1月 30日（日）静岡中央ビル（県

水産会館）で開催予定の「フォーマルパールフェア」について、以下のとおり変更がありま

したので、訂正してお知らせ致します。 

なお、お問合わせの窓口は、県漁連資材課 Tel：054-252-5154となります。 

変更前 ◇開催時間 午前 10時～午後 7時（最終日は午後 5時） 

                 ↓ 

変更後 ◇開催時間 午前 10時～午後 6時（最終日は午後 5時） 

 

 

 

 


